
令和 2年 5月 26日 

お客様 各位 

 

滋賀県彦根市安清町４番１６号 

TEL 0749-22-2551／FAX 0749-22-2542 

                           営 業 部 

「緊急事態宣言」全面解除後の対応 

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、政府は５月２５日に、特定警戒都道府県のコロナウイルス感染症に対す

る「緊急事態宣言」を解除しました。 

緊急事態宣言発令中は感染予防対策として不要不急の活動を自粛してまいり

ましたが、この度の政府見解における段階的な緩和方針に鑑み、引き続き感染

対策措置を講じてまいる所存でございます。 

お取引様各位には大変ご迷惑おかけいたしますが、何卒、諸般の事情につい

てご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

関連部署 ： 【営業部全般】 

   

■  本社営業部 

      不要不急の営業活動自粛    

 

■  大阪営業所 

        基本的に在宅勤務・時差出勤の交互体制を継続 

  

■  名古屋営業所 

基本的に在宅勤務・時差出勤の交互体制を継続 

 

■  東京営業所 

基本的に在宅勤務・時差出勤の交互体制を継続 

 

■  仙台営業所 

時差出勤を継続 

 

   尚、緊急時における連絡網は従来の通り各営業所または担当携帯にご連絡

下さいますようお願いいたします。 

以 上 


